
教育委員会定例会日程  

 

平成２６年２月２０日 

 

１ 開 会 

２ 前回会議録の承認 

３ 会議録署名委員の決定  

４ 報告事項  

（１）御用米曲輪の発掘調査状況について  （資料１ 文化財課）  

５ 議事  

 日程第１  

報告第２号  

事務の臨時代理の報告（平成２５年度３月補正予算）について  

 （教育総務課・生涯学習課）  

日程第２  

報告第３号  

事務の臨時代理の報告（平成２６年度予算）について  

 （教育部・文化部・子ども青少年部）  

 日程第３  

報告第４号  

   事務の臨時代理の報告（小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び

小田原市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改

正する条例）について   （教育総務課）  

日程第４  

議案第４号  

   小田原市学校施設整備基本方針について  （教育総務課）  

 日程第５  

  請願第１号  

   漫画「はだしのゲン」の閲覧に関し児童・生徒への教育的配慮を求める請願  

                               （教育指導課） 

日程第６ 

  議案第５号  

校長及び教頭の人事異動の内申について【非公開】  （教育指導課）                            

６ その他  
７ 閉 会  



















 

報告第２号  

 

事務の臨時代理の報告（平成２５年度３月補正予算）について  

 

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原 

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理した 

ので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  平成２６年２月２０日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 









 

報告第３号  

 

事務の臨時代理の報告（平成２６年度予算）について  

 

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原 

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理した 

ので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  平成２６年２月２０日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 





















 

報告第４号  

 

事務の臨時代理の報告（小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小

田原市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正す

る条例）について  

 

小田原市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原 

市教育委員会規則第４号）第４条第１項の規定により、別紙のとおり臨時代理した 

ので、同条第２項の規定により、これを報告する。 

 

  平成２６年２月２０日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 
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   小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

 （小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３７年小田原市条例第４号）の一部

を次のように改正する。 

 

改  正  後 改  正  前 

附 則 

１・２ （略） 

（平成２４年７月１日から平成２８年５月 

２３日までの期間における市長等の給料に係

る減額措置等） 

３ 平成２４年７月１日から平成２８年５月 

２３日までの期間について市長等に対し支給

する給料の月額は、第３条第１項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1)・(2) （略） 

４・５ （略） 

 

附 則 

１・２ （略） 

（平成２４年７月１日から平成２６年３月 

３１日までの期間における市長等の給料に係

る減額措置等） 

３ 平成２４年７月１日から平成２６年３月 

３１日までの期間について市長等に対し支給

する給料の月額は、第３条第１項の規定にか

かわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(1)・(2) （略） 

４・５ （略） 

 

 （小田原市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正） 

第２条 小田原市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和２７年小田原市条

例第２４７号）の一部を次のように改正する。 

 

改  正  後 改  正  前 

附 則 

１～３ （略） 

附 則 

１～３ （略） 

（平成２４年７月１日から平成２８年５月 

２３日までの期間における教育長の給料に係

る減額措置等） 

４ 平成２４年７月１日から平成２８年５月 

２３日までの期間について教育長に対し支給

（平成２４年７月１日から平成２６年３月 

３１日までの期間における教育長の給料に係

る減額措置等） 

４ 平成２４年７月１日から平成２６年３月 

３１日までの期間について教育長に対し支給
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する給料の月額は、第３条の規定にかかわら

ず、同条に規定する額の１００分の９０に相

当する額とする。 

５・６ （略） 

する給料の月額は、第３条の規定にかかわら

ず、同条に規定する額の１００分の９０に相

当する額とする。 

５・６ （略） 

  

 

附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

  平成２６年 ２ 月１７日提出 

 

小田原市長 加 藤 憲 一       

 

（理由） 

 本市の厳しい財政状況に鑑み、市長、副市長及び教育長の給料月額の減額措置の期間を市長の任

期満了の日まで延長するため提案するものであります。 
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小田原市常勤の特別職職員の給与に関する条例及び小田原市教育長の給与、勤務時間そ

の他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例 

［改正理由］ 

本市の厳しい財政状況に鑑み、市長、副市長及び教育長の給料月額の減額措置の

期間を市長の任期満了の日まで延長するため改正する。 

 ［内  容］ 

   市長、副市長及び教育長に対し支給する給料月額を、平成２８年５月２３日まで

引き続き次のように引き下げることとする。（改正条例第１条及び第２条関係） 

区 分 特例の給料月額 本来の給料月額 減 額 率 

市 長 ７９０，４００円 ９８８，０００円 ２０パーセント 

副 市 長 ６９４，４５０円 ８１７，０００円 １５パーセント 

教 育 長 ６３５，４００円 ７０６，０００円 １０パーセント 

 ［適  用］ 

   平成２６年４月１日から平成２８年５月２３日までの期間の給料月額について適

用 



 

議案第４号  

 

小田原市学校施設整備基本方針について  

 

小田原市学校施設整備基本方針について、議決を求める。  

 

  平成２６年２月２０日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 



























































 

平成２６年２月２０日  

請願第１号  

 

漫画「はだしのゲン」の閲覧に関し児童・生徒への教育的配慮を求める請願  







 

議案第５号  

 

   校長及び教頭の人事異動の内申について 

 

小田原市立小学校及び中学校の校長及び教頭の人事異動の内申について、小田原

市教育委員会教育長に対する事務委任等に関する規則（平成１０年小田原市教育委員

会規則第４号）第３条第３号の規定に基づき、議決を求める。  

 

  平成２６年２月２０日提出 

 

小田原市教育委員会 

教育長 栢沼 行雄 


